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集

情
報
コ
ー
ナ
ー

ま
な
び
す
と

キ
ラ
リ
健
康
ナ
ビ

わ
い
わ
い
プ
ラ
ザ

町
政
あ
ん
な
い

り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　青
色
申
告
・
年
末
調
整
説
明
会

　
名
古
屋
西
税
務
署
で
は
、
平
成
三
十
年
分
の

個
人
事
業
者
の
青
色
申
告
決
算
、
年
末
調
整
や

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
に
関
す
る
説
明
会
を
次

の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
　
名
古
屋
西
税
務
署
　
☎
０
５
２
・

５
２
１
・
８
２
５
１
（
自
動
音
声
案
内
・
「
２
」

を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
）

　個
人
事
業
税
納
期
限

　
個
人
事
業
税
は
、
個
人
で
事
業
を
営
む
方
に

か
か
る
税
金
で
す
。
第
二
期
分
の
納
期
限
は
十

一
月
三
十
日
（
金
）
で
す
。

　
今
年
度
か
ら
、
第
二
期
分
の
納
付
書
は
、
八

月
に
県
か
ら
お
送
り
し
た
納
税
通
知
書
に
同
封

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
金
融
機
関
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
県
税
事
務
所
で
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

　P
a
y
-e

a
s
y

（
ペ
イ
ジ
ー
）
に
対
応
し
て
い

る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
や
Ａ
Ｔ
Ｍ
を

利
用
し
て
納
付
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
領
収
証
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
必

要
な
方
は
金
融
機
関
な
ど
の
窓
口
で
納
付
し
て

く
だ
さ
い
▼
問
合
せ
　
県
名
古
屋
北
部
県
税
事

務
所
　
課
税
第
一
課
県
民
税
・
事
業
税
第
二
グ

ル
ー
プ
　
☎
０
５
２
・
５
３
１
・
６
３
０
４

　国
税
に
関
す
る
相
談
窓
口

　
所
得
税
や
相
続
税
な
ど
の
国
税
に
関
す
る
こ

と
で
ご
不
明
な
点
が
あ
る
と
き
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
」
か

ら
項
目
別
や
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
で
き
ま
す
。

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
「
タ
ッ
ク
ス

ア
ン
サ
ー
」
と
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

電
話
に
よ
る
相
談
も
可
能
で
す
▼
問
合
せ

　名

古
屋
西
税
務
署
　
☎
０
５
２
・
５
２
１
・
８
２

５
１
（
自
動
音
声
案
内
・
「
１
」
を
選
択
す
る

と
「
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」
に
つ
な
が
り
ま
す
）

　

　十
一
月
三
十
日
は
年
金
の
日

　
十
一
月
三
十
日
は
年
金
の
日
で
す
。
年
金
記

録
や
将
来
の
年
金
受
給
見
込
額
を
確
認
し
、
未

来
の
生
活
設
計
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
く
だ
さ

い
。
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
を
ご
利
用
い
た
だ
く

と
、
い
つ
で
も
ご
自
身
の
年
金
記
録
を
確
認
で

き
ま
す
。
将
来
の
年
金
受
給
見
込
額
に
つ
い

て
、
ご
自
身
の
年
金
記
録
を
基
に
様
々
な
パ

タ
ー
ン
の
試
算
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
年

金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
い
た
だ
く

か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
▼
問
合
せ
　
ね

ん
き
ん
ネ
ッ
ト
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
　
☎
０
５
７

０
・
０
５
８
・
５
５
５

　保
険
料
控
除
証
明
書
を
送
付

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
や
住
民
税
の

申
告
に
お
い
て
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
。
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら

九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
さ
れ
た
方
に
対
し
、
「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
十
一
月
中

旬
ま
で
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
は
必
ず
こ
の
証

明
書
（
又
は
領
収
証
書
）
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。

　
な
お
、
十
月
一
日
以
降
に
、
今
年
初
め
て
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、
来
年

の
二
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。
ご
家
族
の
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
場
合
も
、
納
付

さ
れ
た
ご
本
人
の
社
会
保
険
料
控
除
の
申
告
に

加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ご
家
族
宛
て
に
送

ら
れ
た
控
除
証
明
書
を
添
付
し
て
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

　
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書
」
に
つ
い
て
は
、
控
除
証
明
書
の
は
が

き
に
記
載
さ
れ
て
い
る
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
▼
問
合
せ
　
名
古
屋
西
年

金
事
務
所
　
☎
０
５
２
・
５
２
４
・
６
８
５
５

　年
金
事
務
所
相
談
・

　
　
　
　
　
　手
続
の
事
前
予
約

　
全
国
の
年
金
事
務
所
で
は
、
年
金
相
談
や
年

金
請
求
手
続
の
事
前
予
約
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
事
前
予
約
を
ご
利
用
い
た
だ
く
こ
と
で
、

待
ち
時
間
を
少
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ご
予
約
は
一
か
月
前
か
ら
相
談
希
望
日
の
前
日

ま
で
行
っ
て
い
ま
す
。
申
込
み
の
際
は
、
基
礎

年
金
番
号
の
分
か
る
も
の
を
ご
用
意
く
だ
さ
い

▼
予
約
受
付
時
間
帯
　
平
日
の
午
前
八
時
三
十

分
〜
午
後
五
時
十
五
分
▼
問
合
せ
　
名
古
屋
西

年
金
事
務
所
　
☎
０
５
２
・
５
２
４
・
６
８
５

５
　
全
国
共
通
予
約
専
用
電
話
　
☎
０
５
７

０
・

０５
・
４
８
９
０

　無
戸
籍
者
解
消
の
相
談
窓
口

　　
法
務
局
で
は
、
事
情
が
あ
っ
て
子
ど
も
の
出

生
届
を
出
し
て
い
な
い
な
ど
日
本
国
民
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
戸
籍
に
記
載
が
な
い
方
に
つ

い
て
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ
る
た
め
の
相
談
を

行
っ
て
い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
す
。
秘
密
は

厳
守
し
ま
す
▼
問
合
せ
　
名
古
屋
法
務
局
民
事

行
政
部
戸
籍
課
　
☎
０
５
２
・
９
５
２
・
８
０

７
２
（
午
前
八
時
三
十
分
〜
午
後
五
時
十
五
分

土
日
祝
日
除
く
）

11/2111/30

青色申告決算
説明会

年末調整等
説明会

消費税軽減税率
制度等説明会

とき
１１月２１日（水）

午後１時～午後２時 午後２時１０分～午後３時３５分 午後３時４５分～午後４時３０分

ところ
北名古屋市文化勤労会館　小ホール

（北名古屋市法成寺蔵化60番地）

対象
青色申告の承認を受けて

いる個人事業者の方

法人事業者、

個人事業者の方

法人事業者、

個人事業者の方

内容

決算書の書き方

＊青色決算書用紙は、

確定申告書用紙等に

同封されます。

年末調整の仕方

関係諸用紙の書き方

＊事前にお送りする

書類をご持参ください。

軽減税率制度や

軽減税率対策

補助金制度の概要


